
 - 1 -

 
令和７年度かごしまスタートアップ実証支援事業業務委託 

企画提案競技実施要領 
 

１ 趣 旨 
この要領は，「令和７年度かごしまスタートアップ実証支援事業業務委託」（以下，

「本業務」という。）において，企画提案競技により，業者を選定するために必要な
事項を定めるものである。 

 
２ 業務概要 
 (1) 業務名称 

令和７年度かごしまスタートアップ実証支援事業業務委託 
 
 (2) 目 的 
   革新的な技術やアイデアを用いて，県内で新事業創出を目指すスタートアップが，

ビジネスモデル確立のために取り組む実証事業を募集し，当該実証をサポートする
ことで，県内においてスタートアップの成長を拡大することを目的とする。 

 
 (3) 業務内容 

別添「令和７年度かごしまスタートアップ実証支援事業業務委託仕様書（案）」
（以下，「仕様書」という。）のとおり。 

 
 (4) 履行期限 
    令和８年３月 31 日（火） 
 
 (5) 契約上限額 

3,249 千円（消費税及び地方消費税を含む。） 
   ※ この金額は本業務の予定価格を示すものではなく，企画内容の規模を示すもの

である。 
 
３ 参加資格 

次に掲げる項目を全て満たす者とする。 
（1） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者

であること。 
（2） 鹿児島県から指名停止措置を受けている者ではないこと。 
（3） 経営不振の状態（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条第１項に基づき

更生手続き開始の申立てをしたとき，民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21
条第１項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき，手形又は小切手が不渡りにな
ったとき等。ただし，鹿児島県が経営不振の状態を脱したと認めた場合を除く。）
にない者であること。 

（4） 暴力団又は暴力団員等が，その経営に実質的に関与している法人ではないこと。 
      また，次のいずれかに該当する法人でないこと。 

ア 暴力団員等（鹿児島県暴力団排除条例（平成 26 年鹿児島県条例第 22 号）第２
条第３号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。） 

イ 自己，自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える
目的をもって，暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成
３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力
団員等を利用している者 

   ウ 暴力団又は暴力団員等に対して，いかなる名義をもってするかを問わず，金銭，
物品，その他の財産上の利益を不当に提供し，又は便宜を供与するなど直接的又
は積極的に暴力団の維持運営に協力し，又は関与している者 

エ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 
オ 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれ

らを利用している者 
カ アからオまでに掲げる者の依頼を受けて，応募しようとする者 

（5） 都道府県税，消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 
（6） 政治団体，宗教上の組織若しくは団体，その他知事が適当で無いと判断するもの

を除く。 
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４ 失格事項 
   次のいずれかに該当する場合は，失格とする。 
 （1） 参加資格要件に該当しないことが判明した場合 
 （2） 提出期限を過ぎて企画提案書等が提出された場合 
 （3） 企画提案書等に虚偽の記載があった場合 
 （4） 見積書記載の金額が契約上限額を超えた場合 
 （5） 会社更生法等の適用を申請する等，契約を履行することが困難と認められる状態

になった場合 
 （6） 審査の公平性を害する行為があった場合 
 （7） その他，企画提案に当たり，著しく信義に反する行為があった場合 
 
５ スケジュール 
       企画提案募集開始        令和７年４月 ９日（水） 
    質問書の提出期限             ４月 17 日（木）※午後５時必着 
       質問書への回答の公表           ４月 24 日（木）※予定 
       企画提案書等の提出期限         ５月 12 日（月）※午後５時必着 
       最優秀提案者決定            ５月 22 日（木）※予定 
        
６ 質問書 
  本業務に関して質問があるときは，質問書（様式１）を提出し，回答を求めること

ができる。 
  (1)  提出方法 
    上記５の期限までに電子メールにより提出すること。 
    ※ 電話で着信確認を行うこと。 
 (2)  回答 
    質問書に対する回答は，鹿児島県ホームページにおいて公表する。 
    なお，質問書に対する回答は，本実施要領及び仕様書の追加又は修正とみなす。 
 
７  企画提案書等の提出 
  (1) 提出書類 
   ア 提出鑑（様式２） 
   イ 企画提案書 
         以下により企画提案の内容を記載すること。 
      (ｱ) 本業務の趣旨を踏まえ，業務全般の実施に関する基本的な考え方や方針，実

施により実現したい内容を示すこと。 
      (ｲ) 仕様書４(1)～(5)の業務毎に，企画提案の内容，提案理由，実施により見込

まれる効果を示すこと。なお，以下の事項を必ず含めること。 
       【仕様書４(1)について】 
     情報発信の方法，想定する支援対象者，掘り起こし方法 
       【仕様書４(2)について】 
     審査員，審査方法 
       【仕様書４(3)について】 
     実施方法や支援対象者へのフォローの内容 
       【仕様書４(4)について】 
     プロモーション支援方法 
    【仕様書４(5)について】 
     開催方法，想定する参加者 

ウ 実施計画書 
       業務毎の実施時期・手順等のスケジュールを示すこと。 

エ 実施体制書 
     本業務を実施するに当たっての組織・人員体制を示すこと。連携等を予定して

いる企業等があれば，併せて記載すること。 
オ 費用見積書 

        積算内訳を具体的に示すこと。 
   カ 法人の概要書 
     代表者や所在地，事業内容，役員，同種事業の実績等を記載すること。 

キ 鹿児島県が行う契約からの暴力団排除措置に関する誓約書（様式３） 
 (2)  提出期限 
    令和７年５月 12 日(月)午後５時必着 
 (3)  提出部数 
    ６部（原本１部） 
  (4)  提出方法 
      持参又は郵送（書留郵便等の配達記録が残るものに限る。）による。 
    ※ FAX や電子メールは不可
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８ 企画提案書等の作成に係る留意事項 
  企画提案書等の作成に当たっては，次の事項に留意すること。 
 (1)  上記７(1)の提出書類のうちイ～カの様式は自由とする。 
 (2)  企画提案書等の提出は１者１案とする。 
 (3)  仕様書の内容以外に，契約上限額を超えない範囲で，本業務の目的を達成するた

めに有効と思われる事項があれば追加提案すること。 
  (4)  採用された企画提案書の使用権は鹿児島県に帰属する。 
  (5)  委託契約の締結に当たり，協議の上，企画提案の一部を変更する場合がある。 
 (6)  企画提案書等の作成に使用する言語及び通貨は，日本語及び日本国通貨とする。 
  (7)  企画提案書等の作成及び提出に要する費用は提案者の負担とする。 
  (8)  企画提案書等は返却しない。 
 (9)  事業実施にあたっては，県庁 18 階かごゆいテラスの活用の推進を図ること。 
 (10) 別途募集を行う「かごしまアクセラレータープログラム業務委託」及び「かご

しまアントレプレナーシップ養成事業業務委託」の企画提案と連携した提案も可能
とする。 

 
９ 審査方法及び審査結果 
 (1)  審査方法 
    審査委員会を開催し，書類審査の結果，最も内容が優れていると評価された企画

提案書を提出した者を最優秀提案者とする。なお，必要に応じて書面等による質疑
を行う。 

 (2)  主な審査項目 
      主な審査項目については，次の各号のとおり。 
    ア 事業の趣旨，内容に添った企画提案書であること。 
    イ 実施体制などを含めて，業務遂行が確実なものであること。 
    ウ 必要経費などが適正に計上されていること。 
 (3)  審査結果 
       審査結果は，全ての提案者に対して書面により通知する。 
       なお，審査結果についての異議申立ては一切受け付けない。 
 
10 契約 
 (1)  最優秀提案者となった者を委託先候補とし，鹿児島県と詳細な業務の内容や契約

条件について協議し，合意した後に委託契約を締結する。 
 (2)  業務内容を修正した場合においても，２(5)に定める額を上限とする。 
 (3)  本業務の委託契約は，鹿児島県の契約書式により契約書を作成するものとする。

契約に当たっては，契約書を２部作成し，各１通を保有する。 
(4)  委託契約に係る業務の全部を一括して第三者に委託してはならない。 

 
11 その他 

(1)  企画提案書等は，提案者に無断で使用しないが，審査に必要な範囲において複製
を作成するものとする。 

 (2)  本業務の実施に当たり，企画提案書等に記載された総括業務責任者は，特別の理
由があると認められた場合を除き，変更することができないものとする。 

 (3)  企画提案書等の提出後に，災害や感染症の流行等により，企画提案した内容の実
施が困難になったと認められる場合は，鹿児島県と提案者が協議を行い，企画提案
内容の変更等を行うものとする。 

 
12 担当部署（提出先及び問合せ先） 
  鹿児島県商工労働水産部産業立地課新産業創出室スタートアップ支援係 担当：水島 
  郵便番号 890-8577 鹿児島市鴨池新町 10 番１号 
  電話番号 099-286-2964 
  FAX 番号  099-286-5578 
  電子メールアドレス startup@pref.kagoshima.lg.jp 
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様式１ 

令和 年 月 日  

 

質問書 

 

 

名称  

住所（所在地）  

所属／職氏名  

電話番号  

E-mail  

 

資料名  

 

N

o 
項目 

該当箇所 
質問 

頁 番号 

     

     

     

     

     

 

※１ 質問する資料ごとに本様式を作成すること。 

※２ 資料名には該当する資料名称を記入すること。（企画提案競技実施要領，仕様書（案）等） 

※３ 項目欄は該当資料の該当箇所の項目をそのまま転記すること。 

※４ 行が不足する場合には，適宜増やすこと。 
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様式２ 

令和 年 月 日  

 

鹿児島県知事 塩田 康一 殿 

 

    住所(所在地) 

    名    称 

    代表者職氏名             

 

 今般，貴県が実施する令和７年度かごしまスタートアップ実証支援事業業務委託企画

提案競技に係る書類を別添のとおり提出します。 

 なお，提出書類の記載事項はすべて事実と相違なく，かつ，当該企画提案競技実施要

領の参加資格を満たす者であることを誓約します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

       担 当 者 

       所  属 

氏  名 

               住  所     

                電話番号 

                              E - m a i l     

 

 

 
様式３ 
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誓 約 書 
 
 
 

私は，下記の事項について誓約します。 
なお，鹿児島県が必要な場合には，鹿児島県警察本部に照会することを承諾し，照会

で確認された情報は，今後，私が鹿児島県と行う他の契約等における身分確認に利用す
ることに同意します。 

 
 
 

記 
 
 
 

１ 自己又は自社の役員等が，次のいずれにも該当する者ではありません。 
  暴力団員等（鹿児島県暴力団排除条例（平成 26 年鹿児島県条例第 22 号）第２条

第３号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。） 
   自己，自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって，暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年
法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員
等を利用している者 

   暴力団又は暴力団員等に対して，いかなる名義をもってするかを問わず，金銭，
物品その他の財産上の利益を不当に提供し，又は便宜を供与するなど直接的又は積
極的に暴力団の維持運営に協力し，又は関与している者 

   暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 
   暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを

利用している者 
 
２ 暴力団又は暴力団員等が，その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は

個人ではありません。 
 
 

年  月  日  
 
 鹿児島県知事       殿 
 
 
               住   所 
               (ふりがな) 
               氏   名                         
                  法人又は団体にあっては，主たる事務 
               所の所在地，名称及び代表者の氏名 
 
 
 （注）１  自己及び自社の役員等の名簿（裏面）を作成してください。名簿に記載されている情報は，鹿児島

県が鹿児島県警察本部に照会する際に利用することがあります。 
    ２ 「役員等」とは，次に掲げる者をいいます。 

ア 法人にあっては，非常勤を含む役員，支配人，営業所等（営業所，事務所その他これらに準ず

るものをいう。以下ウにおいて同じ。）を代表する者その他いかなる名称を有するものであるか

を問わず法人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的に支配している者 
イ 法人格を有しない団体にあっては，代表者，理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者 
ウ 個人にあっては，その者，営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを

問わず個人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的に支配している者 
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役 員 等 名 簿 

 
【商号・名称】             

                                                  年  月  日現在 
 
 

役 職 名 

 
（ふりがな） 

氏   名 

 
 
性別 

 
 
生年月日 

 
 

住      所 
 
〔記入例〕 

代表取締役 

 
さつま たろう 
薩摩 太郎 

 
 
男 

 
 

S33.3.3 

 
 
鹿児島市鴨池新町１０－１ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


